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【用語解説】 

※１ インフルエンザウイルス 

インフルエンザウイルスは抗原性の違いから、Ａ型、Ｂ型、Ｃ型に大きく分

類される。人でのパンデミックを引き起こすのはＡ型のみである。Ａ型はさら

に、ウイルスの表面にある赤血球凝集素（ＨＡ）とノイラミニダーゼ（ＮＡ）

という、２つの糖蛋白の抗原性の違いにより亜型に分類される。（いわゆるＡ/

Ｈ１Ｎ１、Ａ/Ｈ３Ｎ２というのは、これらの亜型を指している。） 

  

  ※２ 新感染症 

     新感染症とは、感染症法第６条第９項において、人から人に伝染すると認め

られる疾病であって、すでに知られている感染症の疾病とその病状又は治療の

結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤で

あり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与え

るおそれがあると認められるものをいう。 

 

※３ 新型インフルエンザ（Ａ/Ｈ１Ｎ１）／インフルエンザ（Ｈ１Ｎ１）2009 

   2009年（平成 21年）４月にメキシコで確認され世界的大流行となったＨ１

Ｎ１亜型のウイルスを病原体とするインフルエンザをいう。「新型インフルエ

ンザ（Ａ/Ｈ１Ｎ１）」との名称が用いられたが、2011年（平成 23年）３月に、

大部分の人がそのウイルスに対する免疫を獲得したことから、季節性インフル

エンザとして扱い、その名称については「インフルエンザ（Ｈ１Ｎ１）2009」

としている。 

 

※４ 新型インフルエンザ 

   感染症法第６条第７項において、新たに人から人に伝染する能力を有するこ

ととなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当

該感染症に対する免疫を獲とくしていないことから、当該感染症の全国的かつ

急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある

と認められるものをいうとされている。 

毎年流行を繰り返す季節性のインフルエンザとはウイルスの抗原性が大き

く異なり、ほとんどの人がそのウイルスに対する免疫を獲とくしていないため、

ウイルスが人から人へ効率よく感染し、急速かつ大規模なまん延を引き起こし、

世界的大流行（パンデミック）となるおそれがある。 
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※５ 指定（地方）公共機関 

   独立行政法人等の公共的機関及び医療、医薬品又は医療機器の製造又は販売、

電気等の供給、輸送その他の公益的事業を営む法人、地方道路会社等の公共的

施設を管理する法人及び地方独立行政法人で、都道府県の区域を越えて事業を

営むもののうち、政令で定めるもの（国が指定するもの）を「指定公共機関」

（特措法第２条第６号）といい、都道府県の区域内で事業を営むもののうち、

都道府県知事が指定するものを「指定地方公共機関」（特措法第２条第７号）

という。新型インフルエンザ等が発生したときは、その業務について対策を実

施する責務を有する。 

 

※６ 新型インフルエンザのピーク時（約２週間） 

   新型インフルエンザのピーク時（約２週間）の根拠は、アメリカ、カナダの

行動計画において、ピーク時期間は約２週間と設定されており、国、県の行動

計画においても、ピーク時期間は約２週間と設定されている。 

 

※７ ５％程度 

   2009年（平成 21年）に発生した新型インフルエンザのピークに医療機関を

受診した者は、国民の約１％（推定）とされている。 

   よって、多く見積もっても５％程度と国、県の行動計画に示されている。 

※８ マスク着用 

   患者はマスク着用することで、他者への感染を減らすことができる。他者か

らの感染を防ぐ目的では、手洗い等との組み合わせにより一定の予防効果があ

ったとする報告もあるが、インフルエンザの予防効果に関する賛否が分かれて

おり、科学的根拠は未だ確立されていない。 

 

※９ うがい等 

   うがいについては、風邪等の上気道感染症の予防への効果があるとする報告

もあるが、インフルエンザの予防効果に関する科学的根拠は未だ確立されてい

ない。 

 

※10 まん延防止 

   まん延防止とは、インフルエンザの場合疾病の特性（不顕性感染の存在、感

染力等）から、感染の拡大を完全に防ぎとどめることは不可能であるが、流行

のピークをできるだけ遅らせ、またそのピークの患者数等を少なくすることで

ある。 
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※11 プレパンデミックワクチン 

   新型インフルエンザが発生する前の段階で、新型インフルエンザウイルスに

変異する可能性が高い鳥インフルエンザウイルスを基に製造されるワクチン

（現在、日本ではＨ５Ｎ１亜型の鳥インフルエンザウイルスを用いて製造）。 

 

※12 パンデミックワクチン 

   新型インフルエンザが発生した段階で、出現した新型インフルエンザウイル

ス又はこれと同じ抗原性をもつウイルスを基に製造されるワクチン。 

流行を始めたウイルスから採取して、製造されるワクチンでありワクチン製

造を開始してから供給可能になるまでには、６ケ月程度を要するとされる。 

 

※13 感染症指定医療機関 

   感染症法に規定する特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、

第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関のこと。 

※ 特定感染症指定医療機関：新感染症の所見がある者又は一類感染症、二類感染

症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関と

して厚生労働大臣が指定した病院。高知県内には該当施設はない。 

※ 第一種感染症指定医療機関：一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ

等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病

院。高知県内では、高知県・高知市病院企業団立高知医療センター（２床）が該

当する。 

※ 第二種感染症指定医療機関：二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患

者の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院。高知県内

では、高知県・高知市病院企業団立高知医療センター（６床）及び高知県立幡多

けんみん病院（３床）が該当する。 

※ 結核指定医療機関：結核患者に対する適正な医療を担当させる医療機関として

都道府県知事が指定した病院若しくは診療所（これらに準ずるものとして政令

で定めるものを含む。）又は薬局。    
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